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区分 職種 勤務場所 １日の勤務時間 報酬 申込期限 担当課

当直 宿日直職員

市役所

７時間45分
月４～12日勤務

日額9,540円～
14,700円

３月11日㈬
総務課

☎0176-51-6705

庁舎
管理 庁舎等維持管理作業員

７時間

月額210,500円～
212,700円

３月10日㈫

管財課
☎0176-51-6707

年金 年金相談員 月額180,900円～
194,000円

国保年金課
☎0176-51-6753

福祉

生活保護就労支援員

５時間45分
月額179,500円～
185,900円

生活福祉課
☎0176-51-6749

生活困窮者
自立相談支援員
生活困窮者

自立就労支援員

上下
水道

漏水調査員

７時間

月額180,900円～
194,000円

３月11日㈬

管理課
☎0176-25-4511

給水装置工事指導員 月額218,600円～
229,700円

水道課
☎0176-25-4515

排水設備工事相談員 月額180,900円～
194,000円

下水道課
☎0176-25-4015

作業

道路維持補修
重機取扱作業員

十和田市
重車両車庫

月額223,700円～
224,500円

３月13日㈮

土木課
☎0176-51-6730

道路維持補修作業員 月額210,500円～
212,700円

公園緑地等高所作業車
取扱維持管理員

月額223,700円～
224,500円 都市整備建築課

☎0176-51-6737
公園緑地等維持管理員 月額210,500円～

212,700円

保健 保健指導員 保健センタ－
月額244,600円～
256,700円

３月10日㈫

健康増進課
☎0176-51-6791

施設
管理

市民交流プラザ
管理運営員

市民交流プラザ
「トワーレ」

５時間30分
月額139,000円～
144,500円

まちづくり支援課
☎0176-51-6725

地域交流センター
管理運営員

地域交流センター
「とわふる」

５時間
月額126,300円～
131,400円

３月11日㈬
商工観光課

☎0176-51-6773

民俗資料館管理人 十和田湖
民俗資料館

７時間45分
週３日

月額117,500円～
122,200円

３月９日㈪

スポーツ・生涯学習課
☎0176-58-0184

事務局 少年少女発明クラブ
事務局員

南コミュニティ
センター

７時間45分
週2.5日

月額115,400円～
121,700円

スポーツ・生涯学習課
☎0176-58-0186

共通事項
手当 通勤手当、期末・勤勉手当（期末・勤勉手当は任用期間６カ月以上の場合に支給）

任用期間 令和８年４月１日～令和９年３月31日（公園緑地等維持管理員の一部は９カ月間のみ任用）

提出書類
会計年度任用職員応募用紙、資格・免許などを証明する書類（運転免許証は両面）の写し
※�募集要項・応募用紙は市役所本館１階総合案内、担当課、総務課に備え付けてあるほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。

申し込み方法
提出書類を持参または郵送により、担当課に提出ください（申込期限必着）。
〒034-8615　十和田市役所【担当課名】宛て　（住所記載不要）
※封筒の表に「会計年度任用職員申込」と朱書きしてください。

令和８年度　会計年度任用職員令和８年度　会計年度任用職員募集募集
※�応募要件・加入保険・面接日などは職種に
より異なります。必ず募集要項を確認の
上、応募してください。
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お知らせ

QRコードはこちら▶
QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

❖お知らせの表記
…申込先
問…問い合わせ先
「申し込み方法（★）」…申請書や申
込書などは、担当課に備え付けまた
は市ホームページからダウンロード
できます。
※費用の記載がないものは無料です。

乱丁・落丁がある場合はお取り換えし
ますので、ご連絡ください。

❖十和田市役所の住所
〒 034-8615　
十和田市西十二番町6番１号

※土・日曜日、休日は閉庁
❖市ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/

❖十和田市役所の電話番号
（代表）0176-23-5111

市・県民税の申告はお早めに

　市・県民税の申告期限は、３月
16日㈪です。例年期限間近になる
と会場が混雑しますので、早めに
申告を済ませるようお願いします。　　
　申告相談をする場合は、必要書
類（収支内訳書など）を、必ず整
理・集計して持参ください。
問税務課☎ 0176-51-6766、
0176-51-6767

十和田市セーフコミュニティ
防災キャンペーン

　市セーフコミュニティ防災対策
部会では、住宅火災の予防や防災
意識向上を図るため、キャンペー
ンを実施します。
とき　３月 14 日㈯　午前 10 時
～正午
ところ　イオンスーパーセンター
十和田店　専門店街共有スペース
内容　▶防災グッズが当たるカプ
セルトイ（市 LINE 公式アカウン
トに登録した人のみ参加できま
す）▶不要な消火器の回収（１台
当たり 1,100 円（税込み））など
※海外製の消火器やスプレータイ
プの簡易消火具は回収できません。
問まちづくり支援課
☎ 0176-51-6777

暮 ら し

粗大ごみ、大量のごみを出すときはルールを守りましょう
▶粗大ごみ（指定のごみ袋に入らない大きさのごみ）
◦ごみの収集場所には出せません。
◦まだ使えるものはリサイクルショップなどを利用しましょう。
▷処理方法（いずれも有料）
◦十和田粗大ごみ処理施設へ自己搬入する…処理料：10kg ごとに 20 円
◦まちづくり支援課で事前申し込みをして収集を依頼する（玄関先に搬出
してください）…処理料：一辺の最大の長さが 120cm 以上のもの 1,100 円、
120cm 未満のもの 550 円
◦一般廃棄物処理業許可業者へ依頼する。
▶大量のごみ
◦収集場所に２、３個ずつ、数回に分けて出しましょう（大量に出すと他の
人がごみを出せません）。
▷その他の処理方法（いずれも有料）
◦十和田ごみ焼却施設や十和田粗大ごみ処理施設へ自己搬入する…処理料：
種類別 10kg ごとに 20 円
◦一般廃棄物処理業許可業者へ依頼する。

ごみ焼却施設からのお願い
　ごみを焼却した灰の中に、燃え
残った針金などが見受けられます。
正しく分別しないと焼却炉に負担が
かかります。正しい分別・ごみの減
量・生ごみの水切りなど、引き続き
ご協力をお願いします。

問まちづくり支援課☎ 0176-51-6726
【ごみの自己搬入について】 十和田地域広域事務組合☎ 0176-28-2654

▲燃え残った針金など

督促手数料を廃止します

　４月１日㈬以降に発送する市の
歳入の督促状に係る督促手数料
（100 円）を廃止します。
対象　市税、介護保険料、後期高
齢者医療保険料、保育料、霊園管
理手数料、上下水道料金など
※３月 31 日㈫以前に発送した督
促状に係る督促手数料は、引き続
き納付が必要です。
問収納課☎ 0176-51-6760、
0176-51-6761

道路の異常を発見したら

　道路上の穴、側溝やガードレー
ルの破損などを見つけた場合に
は、情報提供をお願いします。
　また、町内会を対象に道路補修
用の砕石などを支給しています。

問土木課☎ 0176-51-6730

詳しくは市ホームページを
ご覧ください▶

■砕石などの支給について

市道については、市 LINE
公式アカウントからも報告
できます▶

国土交通省道路緊急ダイヤ
ル （#9910）（LINE） ▶

■国道、県道、市道の異常の報告先


